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第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備委員会

第 1回常任委員会

日 時 :令和 4年 5月 27日 (金)13:00～
場 所 :長浜市役所 1階 多目的ルーム 3・4
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長浜市準備委員会 開催準備経過について
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長浜市準備委員会 行政視察報告について
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O審議事項
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長浜市開催推進総合計画(案)について
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長浜市準備委員会 専門委員会規程(案)について
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長浜市協賛取扱要項(案)について

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポ=ツ大会

長浜市広報基本計画(案)について
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長浜市市民協働基本計画(案)について
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報告事項

委員、役員等の変更

令和3年8月 25日から令和4年 5月 2.7日 までの間における役員、委員等の変更については、次のと

おりであるので、第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備委員会会

則第8条第2項および第4項ならびに第9条第6項の規定に基づき、報告する。

会 長

副会長

常任委員

監 事

所 属 役   職 新 任 者 前 任! 者

長浜市 市   長 浅 見 宣 義 藤 井 勇 治

所 属 役   職 新 任 者 前 任 者

長浜市連合自治会 会   長 藤 居 仲 之 椙 本 一 孝

長浜市 副 市 長 大 塚 義 之

長浜市教育委員会 教 育 長 織 田 恭 淳 板 山 英 信

所 属 役   職 新 任 者 前 任 者

長浜市民芸術文化創造協議会 会   長 西 村 利 夫 橋 本 圭 祐

湖北地域,肖防本部 消 防 長 清 水 正 幸 杉 江 仲 之

長浜警察署 署   長 古 川 博 文 細 井  久

木之本警察署 署   長 大 菅 勝 司 中 山 淳

長浜市小中学校 校長会 会   長 草 野 光 晴 中 川 浩 ―

所 属 役   職 新 任 者 前 任 者

長浜金融協議会 安 野 重 幸 寺 田 鉄 勇

長浜市会計課 会計管理者 中 田 重 樹 長谷川 隆浩
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第79回国民スポTツ大会・第24回全国障害者スポ下ツ大会

長浜市準備委員会 令和4年度暫定収支予算(案 )

報告事項

(単位 :円 )

(単位 :円 )

1収入の部

2支出の部

歳出予算科目の予算額に過不足が生じた場合は、各科日間において経費の流用ができるものとする。

3

科 目 予 算 額 説 明

負担金 3,000,000 長浜市負担金

繰越金 8,987 令和3年度繰越金

その他 13 預金利息等

合 計 3,009,000

‐
科目 予 算 額 説  明

総 務 貴 182,260

122,880 総会、常任委員会 開催経費

59,380 事務用消耗品、手数料等

開催準備費 2,826,740

1,719,940 栃木国体・大会視察、先催県行政視察等

1,106,800 開催決定記念事業、啓発用品、チラン等

合 計 3,009,000



第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市準備委員会 令和 4年度事業計画(案 )

1会議等の開催

(1)総会

(2)常任委員会

(3)専門委員会 (総務企画、競技式典、宿泊衛生、輸送交通)

2開催準備業務の推進

(1)開催推進総合計画の進行管理

(2)各種計画等の策定

。歓迎。おもてなし基本計画  ・競技運営基本計画    :り 八―サル大会開催基本計画
J

。施設整備基本計画     :。 宿泊基本計画      ・医事・衛生基本計画

・輸送交通基本計画     ・消防防災・警備基本計画 など

(3)県からの各種調査への対応

(4)わたSHIGA輝く国スポ。障スポ 長浜市実行委員会の設立

(5)広報啓発活動の推進

(6)開催決定記念イベントの開催

(7)その他開催準備のために必要な業務

3先催市町の準備状況等の調査および研究

(1)「第77回国民体育大会i第 22回全国障害者スポーツ大会(栃木県)」 、国民体育大会り八―サ

ル大会等の視察調査および事業報告会への出席

(2)先催地事務局等の視察、情報収集・資料収集および分析    、

4関係機関および競技団体との連絡調整

(1)滋賀県開催準備委員会との連絡調整

(2)競技団体との連絡調整

(3)その他関係機関・団体との連絡調整
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報告事項

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会 開催準備経過

これまでの主な経過 ※ は市関係分

年 度 内 容

平成 24年度 滋賀県議会において「第79回国民体育大会の招致に関する決議」を全会一致で可決

平成 25年度 知事、県教育委員会、滋賀県体育協会会長から、文部科学大臣および公益財団法人

日本体育協会会長に「第 79回国民体育大会開催要望書」を提出

公益財団法人日本体育協会の理事会において、開催申請書提出順序の了解

(滋賀県開催が内々定)

滋賀県開催準備委員会の設立(H25.10.31)
滋賀県開催準備委員会において開催基本方針の決定

滋賀県開催準備委員会において会場地市町選定基本方針等の決定

平成 26年度 主会場(開・閉会式場および陸上競技会場)の決定

平成 27年度 正式競技会場地市町第一次内定(H27.3.31) ソフトテニス、相撲

平成 28年度 正式競技会場地市町第二次内定(H28.8.3)  柔道

平成 30年度 中央競技団体正規視察 ソフトテニス(H30.10.10)
〃  ィ     相撲(H31.2.1)
〃        柔道(H31.2.26)

令和元年度 正式競技会場地市町第五次内定(Rl.5.17)
バレーボール(ビ ー刃ドレ蔀

S司
レ)、 水泳 (オ

ーフ
°
ンウオータースイミンク

｀
)

公開競技会場地市町第一次内定(Rl.5.17) ゲートボール

全国障害者スポーツ大会会場地市町第一次内定(Rl.5.17)フ ットベースボール

公益財団法人日本スポーツ協会の理事会において、第 79回国民スポーツ大会の開

催地に滋賀県が内定(Rl.7.17)

中央競技団体正規視察 バレーボール(ヒ

S―
刃ヽ
゛
レーホ―゙ル)(Rl.11.6)

令和 2年度 市民協働部 スポーツ振興課内に国スポ・障スポ大会準備室設置

第 75回国民体育大会(鹿児島県)の開催延期決定(R2.6.19)
日本スポーツ協会臨時理事会において、第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障

害者スポーツ大会 令和 7年開催(1年延期)正式決定(R2.10.8)

テ
゛
モンストレーションス市

°―ツ競技会場地市町第二次内定(R313.22)  ユニカール

令和3年度 中央競技団体正規視察 水泳 (オ
ーフ
°
ンウォータースイミンク

゛
)(R3.6.24)

全日本実業国ソフトテニス選手権(栃本国体り八大会)視察(R3.7.24-25)

正式競技バレ=ボール (ヒ
―゙刃ドレード司,)会場変更(R3.8.5)

豊公園自由広場特設会場

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会 長浜市準備委員会設

立総会・第 1回総会を開催(R3.8.25)

第 76回国民体育大会 (二重県)の開催中止決定(R3.8.26)

オープンウォータースイム日本選手権大会視察(R3.10.16-18)

佐賀県(佐賀市・唐津市・伊万里市・玄海町)先催市町行政視察(R3.11.8-10)

二重県(鈴鹿市・津市。伊勢市・尾驚市)先催市行政視察(R3,11.17-19)

長浜市準備委員会事務局SNS運用開始(R3.12.1～ )

二重とこわか国体事例紹介・スポーツ講演会を開催(R4.3.5)

令和4年度 市民協働部 スポーツ振興課内に国スポ・障スポ大会推進室設置(名称変更)

第 79回国民スポーツ大会総合視察(R4.5.26)

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会 長浜市準備委員会

第 1回常任委員会(R4.5.27)

5



報告事項
視察報告書

r第 66回男子・第 65回女子 全日本実業団ソフトテニス選手権大会 (栃本国体リハ大会)視察J

。日 程 :令和 3年 7月 24日 (土)～ 25日 (日 )

。視察先 :石川スポーツグラウンドくろいそ(栃木県那須塩原市)         .
。視察者 :事務局員 2名 (滋賀県ソフトテニス連盟 2名 )

・内 容 :大会視察および那須塩原市実行委員会担当者から開催準備や大会運営の説明、

会場設営の現地視察を行つた。

|

|サ

「第97回日本選手権水泳競技大会OWS競技」
。日 程 :令和 3年 10月 15日 (金)～ 17日 (日 )

・視察先 :高知県須崎市立スポーツセンター シーパーク大島

・視察者 :事務局員 2名 (滋賀県水泳連盟 2名 )

・内 容 :大会視察および公式計時業者(SEIKO)と の計測システムについて現地打合せを行つた。

また、会場設営や競技運営、計測システムについて説明を受けた。

『佐賀県(佐賀市・唐津市・伊万里市・玄海町)先催市町行政視寮』
。日 程:令和 3年 11月 8日 (月 )～ 10日 (水 )

・視察先:佐賀県佐賀市、唐津市、伊万里市、玄海町
。視察者:事務局員 3名
。内 容:同競技の市町へ訪問し、担当職員から事務局体制および実行委員会の設立経過や予算規模、大

会啓発方法やこれまでの準備経過などの確認、競技会場の現地視察を行った。
「■li!II:十

三重県(鈴鹿市・津市・伊勢市・尾驚市)先催市行政視察
。日 程:令和 3年 11月 17日 (水)～ 19日 (金 )

・視察先:二重県鈴鹿市、津市、伊勢市、尾鷲市

・視察者:事務局員 3名
・内 容 :同競技の市へ訪問し、担当職員からこれまでの準備経過や実行委員会の予算規模や県補助率な

どの確認、競技会場の現地視察を行つた。
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報告事項

第24回全国障害者スポーツ大会 競技名の変更にういて

十日=フツトベエスボTル

新:フツトツフトボニル

理由:競技団体の名称変更に伴い、令和4年 4月 1日からフットソフトボニルに競技名が変更

となつたも            、     |
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常任委員会第 1号議案

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市開催推進総合計画(案 )

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポTツ大会(以下「国スポ。障スポ大会」という。)

の成功に向け、市民の総力を結集し、本市を訪れるすべての方々を『おもてなしの心」で温かくお迎え

するとともに、記憶に残る魅力ある大会の開催こ長浜市の活性化につながる大会を目指し、長浜市開

催基本方針に基づき開催推進総合計画を定めるものとする。

1基本方針

(1)総務企画

県、競技団体、関係機関及び関係団体と緊密に連携し、国スポ・障スポ大会を一過性のスポーツイベ

ントに終わらせず、スポーツを通じて未来のまちづくりにつながる大会となるよう、総合的な計画の

立案と施策の推進を図る。

(2)財務

県等と連携し、簡素・効率化を図りながらも創意工夫を生かした魅力あふれる大会を目指し、適切

で効率的な財務の運営を図る。

(3)広報

国スポ・障スポ大会に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積極的に

展開するとともに、自然や歴史・文化・食など本市の多彩な魅力を全国に発信する。

「

(4)市民協働                         |
市民一人ひとりが大会開催の意義を理解し、それぞれの立場で積極的に参加し、一丸となつて大会

を盛り上げていくことにより、市民協働のまちづくりの推進につなげる。

(5)観光。おもてなし

選手・監督をはじめ、本市を訪れるすべての方々に 本ヽ市の多彩な魅力に触れていただくとともに、

心のこもったおもてなしを提供する。

(6)競技      |        |
県、競技団体、関係機関、関係団体等と緊密に連携し、競技会の円滑な運営を図るとともに、必要な

用具等については、効率的に整備する。

(7)式典

簡素な装飾や演出に努めることを基本としつつ、創意工夫をこらし、本市の特色を生かした式典と

する。

(8)施設

簡素・効率化の基本方針のもと、既存施設の有効活用を図るとともに1開催基準要項の施設基準を

踏まえながら、開催後の市民の利用を見据えた整備を行う。      、

8



(9)宿 )自

宿泊施設等と緊密な連携により、選手・監督をはじめ、本市を訪れるすべての方々をあたたかくお

迎えし、安全で快適な宿舎の確保を図り、受け入れ態勢に万全を期する。   、

(10)医事・衛生

県等の協力を得ながら、選手・監督をはじめ、大会に関わる全ての方々の安全を確保するとともに、

大会を快適な環境のもとで開催するため、医療機関や関係機関等との連携を強化する。さらに(食

品衛生及び環境衛生に配慮するとともに、防疫体制および医療救護体制の確立を図る。

(11)輸送交通

交通事業者等と緊密な連携により、当市の交通事情を勘案し、安全かつ効率的で確実な輸送手段

の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用を促進するなど交通混雑の緩和と環境に配慮した

輸送・交通体制の確立を図る。

(12)消防・警備  /
競技会場その他大会関係施設における災害の防止や治安の確保、非常時における緊急対応に万全

を期するため、消防・警察その他関係機関等と緊密に連携し、消防防災・警備体制の確立を図る。

2+年次計画

長浜市開催推進総合計画の年次計画は、別表のとおりとする。

なお、年次計画は進行管理を行うとともに、適宜見直しを行う6
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2022年度(3年前 ) 2023年度(2年前) 2024年度 (1年前 ) 2025年度(開催年)

主
要
事
業

第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

・
第
２
４
回
全
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障
害
者
ス
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大
会
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織
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会
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務
企
画
専
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会

①
総
務
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画

②
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務
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広
　
報
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会

⑥
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技

⑦
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典

③
施
設
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生
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門
委
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第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 長浜市開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】
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常任委員会第 2号議案

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備委員会

専門委員会規程(案 )

(趣旨)

第1条 この規程は、第 79回国民スポニツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備委員会会

則第 13条第3項の規定に基づき、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員会の名称等)

第2条 専門委員会の名称並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表のとおりとすると

(選任)           !
第3条 専門委員会に次の専門委員を置く。

(1)委員長   1名
(2)副委員長 若干名

(3)委員   30名 以内

2委員長および副委員長、委員は、第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会長浜

市準備委員会会長(以下「会長」という。)が委嘱する。

(任期)

第 4条 専門委員の任期は、第 79回国民スポーツ大会,第 24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備

委員会が解散するときまでとする。

2前項の規定にかかわらず、専門委員が就任時におけるそれぞれの所属する団体または機関等の役職

を離れた場合は、専門委員を辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものと

する。

3会長は専門委員に特別な事情が生じたときはその職を解き、必要に応じて補充することができる。

(委員長等の職務)

第 5条 委員長は〔専門委員会を代表し、会務を総理する。

2副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長

の指名した副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。

3専門委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するとこ

ろによる。ただし、代理人に議決を委任した専門委員は出席したものとみなす。

4専門委員会は、必要があるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。
で           ヽ
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(専門部会) |
第7条 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員会に専門部会を設置し、専門的事項につい

て調査研究を行わせ、その結果を報告させることができる。

2専門部会は、会長が委嘱した者(以下、暗呂会委員」という。)をもって構成する。

3第 3条から第5条まで、並びに第6条第1項、第2項及び第3項の規定は、専門部会について準用する。

ただし、この場合において、これらの条文中「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるの

はF部会長」と、嘱」委員長」とあるのは嘱情呂会長」と、「専門委員」とあるのは暗呂会委員」と読み替える

ものとする。

4部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。

附則

この規程は、令和 4年 5月 27日から施行する。

別表 (第 2条関係)

名称 付託事項 委任事項

総務企画

専Fヨ委員会

1開催準備総合計画に関すること。

2広報および市民協働に関すること。

3観光、接伴及び歓迎装飾に関すること。

4姫火イベンHこ関すること。

5ほかの専門委員会に属さない事項に関すること。

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。

競技式典

専門委員
△
不

1競技会の運営に関すること。

2競技施設及び関連施設の整備に関すること。

3表彰式に関すること。

4大会旗に関すること。

5その他競技式典に関すること。

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。

宿泊衛生

専門委員会

1宿泊及び配宿計画に関すること。

2環境衛生及び食品衛生に関すること。

3医事衛生に関すること。

4その他宿泊衛生に関すること。

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。

輸送交通

専門委員会

1輸送計画に関すること。

2交通及び駐車場対策に関すること。

3消防防災及び警備に関すること。

4その他輸送交通に関すること。

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。
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常任委員会第 3号議案

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市協賛取扱要項(案)    |

1趣旨

この要項は、長浜市で開催される第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポニツ大会

及び競技別りA‐サル大会(以下「大会」という。)の趣旨に賛同し、協賛の申し出があつた場合の取

扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

2協賛の内容

(1)協賛の内容は、原則として大会の広報啓発や歓迎装飾に係る物品、その他運営に係る用具等(以

下「協賛物品等」という。)の受入れによるものとする。

(2)協賛者が資金による協賛を申し入れたときは、その資金を大会の協賛物品等に充てるものとす

る。                   ′

3協賛の実施方法

(1)協賛の受入れは、第 79回国民スポィツ大会・第 24回全国障害者スポイツ大会長浜市準備委

員会(以下「市準備委員会」という。)で行う。

(2)協賛の申込みは、協賛申込書(様式第1号)により行う。

(3)協賛の受入れを決定し、これを受領したときは、協賛受領書(様式第2号)を協賛者に交付する。

(4)協賛方法は、提供または貸与とする。

(5)協賛物品等の搬入、据付、撤去等に要する費用は、原則として協賛者の負担とする。′

4協賛として受け入れないもの

次の各号のいずれかに該当する場合は、協賛を受け入れないものとすると

(1)大会の趣旨に反するもの

(2)法令等に違反するもの及び公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認められるもの

(3)政治活動、宗教活動等に係るものと認められるもの    |

(4)個人の氏名を宣伝する目的のものと認められるもの

(5)その他、市準備委員会が適当でないと認めるもの  I

5協賛の表示

(1)協賛品には、協賛者の意向に応じ協賛の表示を行うことができる。ただし協賛品に直接表示す

ることが不適当な場合には、その他の方法により表示するものとする。

(2)前号の協章表示は、表示方法、表示箇所、来字等の大きさ等について、市準備委員会と協議し、

市準備委員会の承認を得て行うものとする。

6協賛八の謝意

協賛の提供を受けたときは、協賛者に対し感謝状等を贈呈することができる。また、必要に応じて

プログラム等にその旨を掲載することができる。
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7協賛の受入期間

協賛の受入れ期間は〔大会終了後までとする。

8その他       `
この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則                 i
この要項は、令和 4年 5'月 27日から施行する

0(
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様式第 1号

協 賛 申 込 書

第 79回国民スポーツ大会。

第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市準備委員会 会長 あて

長浜市で開催される第 79回国民スポーツ大会,第 24回全国障害者スポーツ大会及びリハーサ

ル大会の趣旨に賛同し、下記のとおり協賛します。

記

(担当者)

所 属

氏 名

電話番号

日月年

(

噛『柳時

/

協 賛 物 品 等

品 目

規格等

単 価

数 量

総 額

協 賛 方 法 □ 提 供 □ 貸 与

引渡予定年月日 年 月 日

そ  の 他

15



様式第 2号

協 賛 受 領 書

年  月  日

様

第 79回国民スポエツ大会・

第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市準備委員会 会長

長浜市で開催される第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会及びり八―サ

ル大会に係る協賛物品等を、下記のとおり受領しました。

記

協 賛 物 品 等

品 目

規格等

単 価

数 量

総 額

協 賛 方 法 □ 提 供 □ 貸 与

引渡予定年月日 年   月  日

そ  の  他
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常任委員会第 4号議案

第79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 長浜市広報基本計画(案 )

1 目的

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会(以下「国スポ・障スポ大会」という。)

に対する市民の理解と関心を深めるとともに、自然や歴史・文化、食など本市の多彩な魅力を全国に

発信するため、「第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会 長浜市開催推進総合

計画」に基づき、効果的かつ積極的な広報活動を行う。

2内容

(1)印刷物による広報

大会を象徴する愛称・スローガン・マスコツトなどを活用した各種印刷物や啓発品を作成し、大会

開催を広く周知する。                   :     ,
ア 市、関係機関等の広報誌への掲載

イ PR広報誌の作成

ウ ポスター、パンフレツト等の作成

工 啓発グツズの作成

(2)メデイアによる広報

多様なメデイアを活用し、広範囲に迅速かつ効果的な情報発信を行う。

ア 市ホームペァジやSNS等による情報発信

イ 新聞、テレビ、ラジオ等による情報発信

ウ 市の既存の広報番組等の活用

(3)イベンHこよる広報

主催イベントを実施するとともに、既存の各種イベントとの連携を図る

ア 啓発イベントの開催

イ 関係機関等とのイベントの連携

(4)工作物等による広報

各種工作物を作成し、広く市民に誘致する。

ア 横断幕、懸垂幕、のばりの設置

イ 案内板の設置

ウ カウントダウンボードの設置

(5)大会報告書による広報          ,
国スポ・障スポ大会の準備経過、開催状況、競技記録等を記録にとどめるため、大会報告書を作

成し後世に伝える。

ア 大会報告書等の作成

イ 大会記録映像、写真集等の政策
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常任委員会第 5号議案

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市市民協働基本計画(案 )

1 目的

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会(以下「国スポ・障スポ大会」という。)

の成功に向けて、「第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 長浜市開催推進総

合計画」に基づき、市民T人ひとりが大会開催の意義を理解し、■丸となつて大会を盛り上げるととも

に、「新たな感性を生かしみんなで未来を創るまち 長浜」の推進につながることを目的とする。

2目標 ヽ

(1)市民協働による大会

市民一人ひとりが「する」「みる」「ささえる」「つなげる」といった様々な関わりを持つことにより、

喜びと感動を共有できる大会を目指す。

(2)生涯スポーツ社会の実現を目指す大会

大会を契機に、市民のスポーツ・レクリエーシヨンに対する関心を高め、「いつでも、どこでも、いつ

までも」気軽に親しめる生涯スポーツ社会の促進につながる大会を目指す。

(3)おもてなしの心を形にする大会

心のこもつたおもてなしで来訪者をお迎えし、温かい心のつながりを感じていただける大会を目

キ旨す。

(4)長浜市の魅力を全国に発信する大会

豊かな自然や食材、伝統・文化を全国に発信し、長浜市の魅力を来訪者にアピールする大会を目

キ旨す。

(5)クリーンで快適な大会

環境美化活動等を通じて、きれいなまちづくりを進め、クリーンで快適な大会を目指す。

3推進方法

(1)市民の理解と関心を高め、市民一人ひとりが自ら行動を起こし、運動が広がるよう、各種広報活動

を進める。

(2)市民の参加機会がより広がるよう、市民団体、関係機関等と連携して進める。

(3)従来から実施されている各種市民活動や企業の社会貢献活動等と連携し、それぞれの立場に応じ

た推進分野を担当し、一人でも多くの市民の理解と参加が得られるよう、地域や団体の事情に配慮

した活動を進める。
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第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポエツ大会長浜市準備委員会の

組織改正について(案 )

1趣旨

令和4年 月 日に開催された公益財団法人日本スポーツ協会理事会において、滋賀県での国民

スポTツ大会の開催が決定されたことから、国民体育大会開催基準要項第25条第1項に基づき、

「第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備委員会」(以下、「準備
イ

委員会」という。)の名称を、「わたSHIGA輝く国スポ。障スポ長浜市実行委員会」(以下、「実行委

員会」という。)に変更します。            ′

2実行委員会の概要

(1)名   称 わたSHIGA輝く国スポ。障スポ長浜市実行委員会          ・

(愛称を活用し、親しみを持ちやすい実行委員会名とします)

①準備委員会の総会、常任委員会は(実行委員会に引き継ざます。

②会則 13条に基づき「専門委員会」を設置し、開催準備及び大会運営に向

けた体制を整備します」

①会長、副会長等の役員は準備委員会の役員を充てるものとします。 「

②長浜市が一体となつた大会開催になるよう、大会開催に関連する団体等

の代表者を新たに委員とします。            .

(2)組   織

(3)役員・委員等

3会則の改正等

準備委員会の組織改正に伴い、現に制定されている準備委員会の会則を改正します。

また、これまでの準備委員会で決定された計画及び関係諸規程等については、「第 79回国民ス

ポーツ大会・第 24回全国障害者スポァツ大会長浜市準備委員会」とあるものを「わたSHIGA輝

く国スポ・障スポ長浜市実行委員会」に読み替えるものとします。

【これまでに制定・決定されている会則、方針、計画及び関係諸規程】

O第 79回国民スポーリ大会・第24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備委員会 会貝」

O       〃  ′        ― 事務局規程

O第 79回国民スポ
=ツ
大会悌24回全国障害者スポーツ姶 長浜市開催推進総合計画

O第 79回国民スポーツ大会1第 24回全国障害者スポニツ大会長浜市準備委員会 専F日委員会規程

O第 79回醜スポーツ姶悌24酷国障者スポーツ姶 長浜市協賛取扱要項

O       〃       長浜市広報基本計画

O       〃       長浜市市民協働推進基本計画

(R3.8.25第 1回総会)

(R3.8.25第¬Eヨ総会)

(R4.5,27第1回常任委員会)

(R4.5.27第1回常任委員会)

(R4.5,27第1回常任委員会)

(R4.5.27第 1回常任委員会)

(R4.5.27第 1回常任委員会)

参考事項 :国民体育大会開催基準要項(抜粋)

25開催県実行委員会及び会場市町村実行委員会

(1)開催県及び会場地市町村は、大会運営のためにそれぞれ実行委員会を設置する。ただし、公

開競技に係る実行委員会については、当該中央競技団体が開催関係機関。団体と協議の上、必

要に応じで設置する。
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参 考 資 1料
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ハ

=

副会長

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備委員会名簿
(順不同、敬称略)

氏 名No. 選出区分 所 属 役 職

浅 見 宣 義1 市関係 長浜市 市長

No. 選出区分 所 属 役 職 氏 名

1 市議会議員 長浜市議会 議長 草  野  豊

2 スポーツ関係 長浜市スポ下ツ協会 会長 長 谷 武

3 しようがい。福祉関係 社会福祉法人長浜市社会福祉協議会 会長 平 井 和 子

4 産業・経済関係 長浜商工会議所 会頭 大 塚 敬 一 郎

5 産業・経済関係 長浜市商工会 会長 押 谷 小 助

6 宿泊・観光関係 公益社団法人長浜観光協会 会長 岸 本 一 郎

7 社会団体関係 長浜市連合自治会 会長 藤 居 之

8 市関係 長浜市 副市長

9

No.

市関係

選出区分 属

田 恭 淳

氏 名

1 県 競技関係 滋賀県柔道連盟 理事長 古 野 修 治

2 県 競技関係 滋賀県ソフトテ三ス連盟 会長 宇  野  治

3 県 競技関係 滋賀県相撲連盟 会長 八 田 憲 児

4 県 競技関係 滋賀県水泳連盟 会長 河 原 田 隆

5 県 競技関係 滋賀県バレーボール協会 会長 藤 井 重 機

6 県 競技関係 滋賀県ゲエトボール連盟 会長 酒 井 康 雄

7 県 競技関係 滋賀県ソフトボール協会 会長 出 原 逸 三

8 県競技関係 滋賀県高等学校体育連盟 柔道専門部 委員長 林  正 樹

9 県 競技関係 滋賀県高等学校体育連盟 ソフトテニス専門部 委員長 藤 居 裕 士

10 県 競技関係 滋賀県高等学校体育連盟 相撲専門部 委員長 橋 本 拓 実

県 競技関係 滋賀県高等学校体育連盟 パレーボール専門部 委員長 大 崎  智

12 スポーツ関係 長浜市スポーツ推進委員会 会長 田 川1重 雄

13 スポーツ関係 長浜市スポーツ協会 副会長 八 田 忠 士

14 スポィツ関係 長浜市スポーツ協会 副会長 佐 藤 哲 也

15 スポーツ関係 長浜市スポーツ協会 理事長 柴 田 善 成

16 文化団体関係 長浜市民芸術文化創造協議会 会長 西 村 利 夫

17 医療関係 一般社団法人湖北医師会 会長 森 上 直 樹

18 消防・警備関係 湖北地域消防本部 消防長 清 水 正 幸

19 国・県関係 長浜警察署 署長 古 川 博 文

20 国・県関係 木之本警察署 署長 大 菅 勝 司

21 国・県関係 湖北健康福祉事務所(長浜保健所) 所長 嶋 村 清 志

22 学校関係 長浜市小中学校 校長会 会長 草 野 光 晴
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No.

会場関係

選出区分

化スポーツ振興事業団

属

堀 川 佳 孝

氏 名

1 県 競技関係 滋賀県障害者スポーツ協会 会長 倉 谷 義 数

2 市 競技関係 長浜柔道協会 会長 前 田 敏

3 市 競技関係 長浜ソフトテニス協会 会長 朝 山 末 次 郎

4 市 競技関係 長浜市相撲連盟 会長 山 田  普

5 市 競技関係 長浜オープンウオータースイミング協会 事務局長 樋 口 常 博

6 市 競技関係 長浜市バレーボール協会 会長 ′Jヽ サ|1淳 三

7 市 競技関係 滋賀県ゲートボール連盟湖北地域連絡会 会長 田  中  勇

8 市 競技関係 長浜市ソフトボール協会 会長 竹 内 達 夫

9 スポーツ関係 長浜市スポーツ少年団 副本部長 白 川1順 子

10 スポーツ関係 長浜市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 藤 本 良 美

医療関係 市立長浜病院 院長 高 折 恭 =
12 医療関係 長浜市立湖北病院 院長 納 谷 佳 男

13 医療関係 長浜赤十字病院 院長 楠  井  隆

14 しょうがい・福祉関係 ( 長浜市身体障害者福祉協会 会長 酒 井 な つ

15 しようがい・福祉関係 長浜市手をつなぐ育成会 会長 北 山 唯 夫

16 国・県関係 滋賀県長浜土木事務所 所長 中 辻 克 明
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第79回国民スポーツ大会。第24回全国障害者スポーツ大会 長浜市準備委員会名簿

(順不同、敬称略)

顧 問

No. 選出区分 所 属 役 職 氏 名

1 産業・経済関係 長浜金融協議会 安 野 重 幸

2 市関係 長浜市会計課 会計管理者 中 田 重 樹

No. 選出区分 所 属 役 職 氏 名

1 衆議院議員 衆議院 議員 上 野 賢 一 郎

2 県議会議員 滋賀県議会 議員 大 橋 通 伸

3 県議会議員 滋賀県議会 議員 川 島 隆

4 県議会議員 滋賀県議会 議員 柴 田 清 行

5 県議会議員 滋賀県議会 議員 杉 本 毎文隆

氏 名No. 選出区分 所 属 役 職

押 谷 洋 司1 通信・運輸関係 滋賀夕刊新聞社 代表

伊 東 浩 ―2 通信・運輸関係 中日新聞 長浜通信局 通信局長

加 藤 秀 生3 通信・運輸関係 京都新聞社長浜支局 支局長

吉  岡4 通信・運輸関係 朝日新聞 大津総局 総局長

長 谷 川 隆 広5 通信・運輸関係 毎日新聞社 長浜通信部 部長

祝  迫  博6 通信・運輸関係 読売新聞 大津支局 支局長

野 瀬 吉 信7 通信・運輸関係 産経新聞 大津支局 支局長

手 島 一 宏8 通信・運輸関係 NHK大津放送局 局長

大 杉 成 聖9 通信・運輸関係 びわ湖放送株式会社 常務取締役

藤 井 忠 彦10 通信・運輸関係 株式会社 時事通信社大滓支局 支局長

福 冨 正 秀通信・運輸関係 一般社団法人共同通信社大津支局 支局長

谷 川 善 仁12 通信・運輸関係 株式会社ZTV彦根放送局 課長

山 崎 正 直13 市議会議員 長浜市議会 副議長

14 市議会議員 長浜市議会 議員 浅 見 信 夫

15 市議会議員 長浜市議会 議員 伊 藤 喜 久 雄

16 市議会議員 長浜市議会 議員 押 谷 典 茂 嗣

17 市議会議員 長浜市議会 議員 鬼 頭 明 男

18 市議会議員 長浜市議会 議員 斉 藤 佳 伸

19 市議会議員 長浜市議会 議員 佐 金 利 幸

20 市議会議員 長浜市議会 議員 柴 田 光 男

21 市議会議員 長浜市議会 議員 千 田 貞 之

22 市議会議員 長浜市議会 議員 多 賀 修 平

23 市議会議員 長浜市議会 議員 高  山  亨

24 市議会議員 長浜市議会 議員 竹 本 直 隆

市議会議員 長浜市議会 議員 尋  保 幸25
長浜市議会 議員 中 川  勇26 市議会議員

議員 中 鳥 康 雄27 市議会議員 長浜市議会

議員 丹 生
´
隆 明28 市議会議員 長浜市議会

議員 藤  井  登29 市議会議員 長浜市議会

議員 鋒 山 紀 子30 市議会議員 長浜市議会

議員 松 本 長 治31 市議会議員 長浜市議会

議員 宮 本 鉄 也32 市議会議員 長浜市議会

矢 守 昭 男33 市議会議員 長浜市議会 議員

吉  田  豊34 市議会議員 長浜市議会 議員

会長引名、副会長:8名、常任委員 :23名、監事:2名

委員呵6名

顧間:5名

参与 :34名

合 計 :89名
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第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 長浜市準備委員会 会則

第 1章 総則

(名 称)      :  i
第 1条 本会は、第 79回国民スポーツ大会`第

24回全国障害者スポエツ大会長浜市準備委員会(以

下「準備委員会」という。)と称する。

(目 的)

第 2条 準備委員会は、第 79回国民スポーツ大会および第 24回全国障害者スポーツ大会におい

て、長浜市で開催される競技会(以下「競技会」という。)の円滑な運営に必要な準備を行うことを目

的とする。

(事 業)

第 3条 準備委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)競技会の開催、運営に必要な方針および計画の決定に関すること。

(2)競技会の開催、運営に必要な施設及び設備の整備に関すること。

(3)競技会の開催および準備のための経費に関すること。

(4)関係競技団体、関係団体および関係機関との連絡調整に関すること。

(5)その他準備委員会の目的の達成に必要な事務および事業に関すること。

第 2章 組織                      ´

(組 織)

第 4条 準備委員会は、会長および次に掲げる者のうちから会長が委嘱した者(以下「委員」という。)

をもつて組織する。

(1)長浜市を代表する者

(2)長浜市議会を代表する者

(3)関係競技団体、関係団体および関係機関を代表する者

(4)前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者

(役 員)

第 5条 準備委員会に、次の役員を置く。

(1)会 長   1名
(2)副会長  若干名

(3)常任委員 40名以内

(4)監 事   2名

(役員の選任)

第 6条 会長は、長浜市長をもって充てる。

2副会長および常任委員は、委員のうちから総会の承認を得て会長が委]属する。

3監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。

(役員の職務)

第 7条 会長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。

2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定

めた順序でその職務を行う。

3常任委員は、常任委員会を構成し、第 12条第 6項に掲げる事項について審議する。

4監事は、準備委員会の会計を監査する。             ‐

(任 期)

第 8条 委員および役員の任期は、準備委員会が解散するときまでとする。

2前項の規定にかかわらず、委員および役員が就任時におけるそれぞれの所属する団体または機関

等の役職を離れた場合は、委員および役員は辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期

間を務めるものとする。

3会長は、委員および役員に特別な事情が生じたときはその職を解き、必要に応じて補充することが

できる。

4会長は、委員および役員の変更があつた場合は、次の総会において報告する。

5委員および役員は無報酬とする。

(顧問および参与)

第 9条 準備委員会に顧問および参与を置くことができる。

2顧問および参与は、会長が委嘱する。

3顧間は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。

4参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。

5顧問および参与は無報酬とする。

6前条第1項および第2項の規定は、顧問および参与の任期について準用する。この場合において、

これらの規定中「委員および役員」とあるのは、「顧問および参与」と読み替えるものとする。

第 3章 会議等

(会議の種類)

第 10条 準備委員会に次の会議を置く。

(1)総会        |
(2)常任委員会

(3)専門委員会

(総 会)

第 刊刊条 総会は、会長及び委員をもつて構成する。

2総会は、必要に応じて会長が招集する。

3総会の議長は、会長または会長が指名したものがこれに当たる。



4総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)競技会の開催に必要な方針および計画の策定に関すること。

(2)準備委員会の会則の制定および改廃に関すること。

(3)準備委員会の事業計画および事業報告に関すること。

(4)準備委員会の予算および決算に関すること。

(5)常任委員会に委任する事項に関すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、重要な事項に関すること。

5総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。

6総会の議事は、出席した委員の過半数をもうて決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。

7総会に出席す征 とができない委員は、代理人によつて議決権を行使し、または書面で議決に加わ

ることができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。

3会長は必要に応じて監事、顧問および参与に総会への出席を求めることができる。

(常任委員会)

第 12条 常任委員会は、会長、副会長および常任委員をもつて構成する。

2委員長は、会長をもつて充てる。

3副委員長は、副会長をもって充てる。

4常任委員会は、委員長が招集する。            ´

博 :離重牽&覇亀爾豪笛爾墓猛遼選
がこ和こ当たる。

lnⅢ   (1)総会から委任された事項に関すること。
(2)専門委員会の設置および専門委員会に付託または委任する事項に関すること。    ´

(3)総会を招集する時間的余裕がない緊急の事項に関すること。

(4)その他委員長が必要と認める事項に関すること。

7常任委員会は、前項の規定により審議し、決定した内容を次の総会に報告しなければならない。

8前条5項から第7項までの規定は、常任委員会において準用する。この場合において、これらの規

定中「総会」とあるのは「常任委員会」と、「委員」とあるのは嘱」会長および常任委員」と読み替えるも

のとする。

(専門委員会)

第 13条 専門委員会は、常任委員会が必要と認める場合に設置するものとし、専門委員をもつて構成

する。

2専門委員会は、常任委員会から付託された事項について調査、審議し、または委任された事項を決

定し、その結果を常任委員会に報告しなければならないと             _
3前 2項に規定するもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮つて会長が定める。

第 4章 専決処分

(会長の専決処分)

第 14条 会長はt特に緊急を要するため総会および常任委員会を招集する時間的余裕がないと認め

るとき、または総会および常任委員会の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処

分することができる。

2会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会および常任委員会において報告し、

その承認を得なければならない。

第 5章 事務局

(事務局)

第 ¬5条 準備委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2事務局の組織および運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第 6章 会計

(経 費)

第 16条 準備委員会の運営に要する経費は、負担金その他の収入を持つて充てる。

(収支予算および収支決算)

第 17条 準備委員会の収支予算は、総会の議決を経なければならない。

2準備委員会の収支決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第¬8条 準備委員会の会計年度は、毎年4月 1日に始まり(翌年3月 31日に終わる。

2準備委員会の会計に関し必要な事項は、会長狗場uに定める。

第 7章 雑貝」

(解 散)                   ・

第19条 準備委員会は、その目的が達成されたときに解散する。

2準備委員会が解散した場合において、その残余財産が生じた場合は、長浜市に帰属するものとす

る。

(補 足)

第 20条 この会則に定あるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1 この会則は令和3年8月 25日から施行する。
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第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市開催基本方針

1基本着「

「第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会」は、競技力の向上や市民のスポー

ツヘの関心を高め、生涯スポーツの普及・振興を図るとともに、夢や感動、連帯感を共有できる大会と

することを目指します。

また、自然と歴史あふれる長浜市の魅力を全国に発信する絶好の機会として、市民、関係団体、行政

などが協倒で大会運営を行い、市民総参加により創意工夫を凝らして、全国から訪れる多くの人を温

かくお迎えし、本市が目指す「新たな感性を生かしみんなで未来を創るまち 長浜」の実現につなげ、す

べての人々の記憶に残る大会を目指します。

2実施目標

(1)スボーツで長浜を元気にする大会

市民一人ひとりが、年齢、性別、しようがいのあるなしを問わず、「する」「みる」「ささえる」「つなげる」

といつた様々な形でスポーツに積極的に参画し、市民のスポーツヘの関心を高め、「いつでも、どこで

も、いつまでも」気軽に親しめる生涯スポーツの普及・振興に繋がる大会を目指します。

(2)市民協働による大会

市民の参加意識の高揚を図るため、情報発信や啓発活動を積極的に行い、市民・関係団体・行政等が

二体となり、大会の成功に向けた準備に万全を期すとともに、大会に関わる全ての人々が喜びと感動

を共有できるよう取り組みます。

(3)長浜の特色を生かし、創意工夫を凝らした大会

市内の既存施設の有効活用を図るとともに、大会運営において民間済ヵの導入や数年にわたり開催

されるスポーツイベントの運営ノウ八ウなど、創意工夫を凝らした簡素・効率化に努め、環境面にも配

慮した大会を目指します。

(4)長浜の魅力を発信し、おもてなしの心を形にする大会

豊かな自然や食材、伝統・文化を全国に発信し、長浜市の魅力をアピールするとともに、温かい心の

つながりを感じていただけるような、心のこもつたおもてなしで来訪者を迎え、再度長浜市を訪れる

きつかけとなるよう努めます。

(5)長浜の子が 長ヽ浜で育ち、長浜で活躍する大会

長浜で生まれ育つた選手が、指導者となつて次の世代を育成するなど、長浜のスポーツの発展を支

える好循環の形成に努めます。

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会

長浜市準備委員会 事務局規程

第 1章 総則

(趣 旨)              ィ

第1条 この規程は、第 79回国民スポ〒ツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備委員会会

貝u(以下「会貝」」という。)第15条 2項の規定に基づき、第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害

者スポーツ大会長浜市準備委員会 (以下「準備委員会」という。)の事務局の組織および運営に関し、必

要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第 2条 準備委員会の事務局(以下「事務局」という。)は長浜市市民協働部スポーツ振興課国スポ・障ス

ポ大会準備室に置く。

(所掌事務)

第 3条 事務局の所掌事務は、別表第 1のとおりとする。

(職 員)

第 4条 事務局に別表第 2の左欄に掲げる職員を置き、同表右欄に掲げる長浜市職員をもって充てる。

2前項の職員のほか、必要に応じ事務局に臨時職員等を置くことができる。

3前 2項の職員は、準備委員会会長(以下「会長」という。)が任免する。

(職 務)

第 5条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2副局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、または事務局長が欠けたときは、その職務

を代理する。

3事務局次長は、副局長を補佐し、副局長に事故があるとき、または副局長が欠けたときは、その職務を

代理する。

4事務局職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。

鯛R務 )

第 6条 職員の服務については、長浜市職員服務規濯 (平成 18年2月 13日訓令第 20号 )の例による。

第 2章 溺

(決裁事項)

第7条 会長の決裁事項は次のとおりとする。

(1)総会の招集に関すること。

(2)総会に付すべき事項に関すること。

(3)準備委員会の委員等の委
'l罵

に関すること。

(4)準備委員会の規程等の制定改廃に関すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項に関すること。



(専決事項)

第 8条 事務局長および事務局次長は、別表第 3に掲げる事項を専決するものとする。

2前項の規定に関わらず、特に重要または異例であると認められる事項については、上司の決裁を受け

なければならない。   ｀

(代 決)

第 9条 会長が不在のときは、会長があらかじめ指名する副会長が代決することができる。

2専決権者が不在のときは、別表第 4の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者が代

決することができる。

第 3章 文書の取扱い

(文書の管理および取扱い)

第 10条 文書には「国障長率委」の記号および会計年度による一連番号を付さなければならない。声ヽだ

し、軽易な文書については、この限りではない。      ―

2処理済みの文書は、事務局において編さんし、】uに定める期間保存しなければならない。

3会則第 19条の規定により、準備委員会が解散したときは、保存文書を長浜市へ引き継ぐものとすると

4前 3項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、長浜市文書管理規程 (平成 18年 2月 13日

訓令第4号 )の例による。

第 4章 公印

(公 印)

第 11条、準備委員会の公印の名称、形状、大きさおよび書体は、別表 5のとおりとする。

2前項の公印は事務局次長が管理する。

3前 2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、長浜市公印規則 (平成 18年 2月 13日規則

第9号)の例による。

第 5章 財務                   、

(旅費および費用弁償)

第 ¬2条 職員の旅費の額およびその支給方法についてはf長浜市職員旅費支給条例 (平成 18年 2月

¬3日条例第 47号 )の例による。

2市外に在住または在勤している準備委員会の会長または会長が委ll罵 した委員、顧問および参与等が

総会、常任委員会、専門委員会への出席のために、市外から鉄道・F箭泉バスを利用して旅行したときは、

その旅費にういて費用弁償することがてきる。         1
3前 2項の規定に関わらず、緊急の場合又はその例にょり難いものについては、事務局長が定めるとこ

ろによる。

(予 算)

第 13条 事務局長は、会長の指示に基づき、毎会計年度予算を編成するものとする。

2事務局長は、予算の議決後に生じた理由に基づき、予算に変更を加える必要がある場合には、会長の

指示に基づき、補正予算を編成するものとする。

第 司4条 事務局長は、毎会計年度終了後、決算を速やかに調製し、証叡と書〕額を添付して会長に提出しな

ければならない。                                     サ

2会則第 17条第 2項の規定により監査を受けるときは、収支決算書その他の証拠書類を監事に提出

しなければならない。

(出納員)         .
第 15条 事務局に出納その他の会計処理をさせるためく出納員を置く。

2出納員は、事務局次長を持つて充てる。

(金融機関の指定)

第 η6条 現金の出納は、事務局長力場uに指定する金融機関を通じて行うものとする。

(その他財務に関する取扱い)

第 17条 第 12条から第 16条までに定めるもののほか、予算、決算、契約、収入、支出その他の財務に

関する事項は、長浜市財務規則 (平成 ¬8年 2月 13日規則第 35号 )および長浜市契約規則 (平成

¬8年 2月 13日規則第 37号 )の例による。

(補 足)

第司8条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織および運営に関する必要な事項は、会長の承認を

得て事務局長が別に定める。                  
′

附 則

この規程は、令和3年3月 25日 から施行する。博
・０

(決 算)



博
ミ

別表第 1(第 3条関係)

別表第 2(第 4条関係)

別表第 3(第 8条関係)

別表第 4(第 9条関係)

所 掌 事 務

(1)準備委員会の組織、人事、服務等に関すること。

(2)総会、常任委員会および専門委員会の開催運営に関すること。

(3)本会の事業計画および事業報告に関すること。

(4)本会の予算および決算に関すること。

(5)その他準備委員会の運営に関し必要な事項に関すること。

別表第 5(第 11条関係)

用途

会長名をもつてする

文書

事務局長名をもつて

する文書

書体

てん書

てん書

大きさ

27ミリメートル

24ミリメートル

形状

正方形

同 上

名称

第 79回国民スポーツ大会・第

24回全国障害者スポーツ大会

長浜市準備委員会会長之印

第 79回国民スボーツ大会 '第

24回全国障害者スポーツ大会

長浜市準備委員会事務局長之印

市民協働部長

市民協働部次長

市民協働部スポーツ振興課長

市民協働部スポーツ振興課 国スポ・障スポ大会準備室職員

事務局長

副局長

事務局次長

事務局職員

事務局次長専決事項

軽易なもの

O

O

O

事務局職員、臨時職員等

1件の予定価格が

300万円未満のもの

1件の予定価格が

300万円未満のもの

O

O

前各号にかかげるもの

のほか、これに類するも

のと認められる事項に

関すること

事務局長専決事項

重要なもの

準備委員会委員および

副局長、事務局次長

1件の予定価格が

2,000万円未満のもの

1件の予定価格が

800万 円未満のもの

前各号にかかげるもの

のほか、これに類するも

のと認められる事項に

関すること

事 項

(1)申請、属出、通知、照会、回答、報告

に関すること。

(2)臨時職員等の任免に関すること。

(3)臨時職員等の服務に関すること。

(4)事務の分担に関すること。

(5)出 張命令に関すること。

(6)工事に関すること。

(7)その他の予算執行に関すること。

(3)予算の流用に関すること。

(9)収入調定および支出命令に関すること。

(10)その他

代決者

副局長

事務局職員のうち事務局長があらかじめ指名する者

専決権者

事務局長

事務局次長



R3.8.25第 ¬回綾 湘

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市準備委員会総会から常任委員会への委任事項

第 79回国民スポエツ大会・第 24回全国全国障害者スポーツ大会長浜市準備委員会会則第 11条

第4項第 5号の規定tと基づ宝常任委員会への委任事項は次のとおりとする。      く

1開催準備の総合企画および運営に関すること

2競肢運営並びに競技会場および式典に関すること

3宿泊および医事衛生に関すること

4輸送、交通、消防防災および警備に関すること

5広報および市民協働に関すること

博
∞

6長浜市実行委員会の設立準備に関すること

7その他会務に必要な事項に関すること


